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注意 

 

本マニュアルは、建設業許可申請（更新）に係る手続きについて、簡易な表現で記載がされております。 

不明点等詳細な事項については、「建設業許可の手引き」を確認してください。 

 

 

建設業許可申請の窓口について 

 

建設業許可（更新）申請については、管轄の土木事務所へ提出してください。 

なお、郵送での受付はできません。 

 

〇受付時間：開庁日 ９時～11時 13時～16時 ※時間外の申請は受付できません。 

 

 

申請手数料について 

 

申請手数料については、以下のとおりとなります。 

一般建設業の更新・・・５万円 特定建設業の更新・・・５万円 

一般建設業及び特定建設業の同時更新・・・10万円 

※取得業種の数は手数料に関係ありません。 

 

手数料については、静岡県収入証紙を購入してください。 

静岡県収入証紙は指定の機関で購入可能です。 

 

 県庁及び各土木事務所の最寄りの「静岡県収入証紙」販売所は以下のとおりです。 

 名 称 場所 販売時間 電話番号 

県庁 売店証紙売場 県庁本館１階 8:30～18:00 054-221-2557 

下田土木事務所 伊豆食品衛生協会 下田総合庁舎２階 8:30～17:00 0558-24-2142 

熱海土木事務所 熱海食品衛生協会 熱海総合庁舎１階 8:30～17:00 0557-82-9136 

沼津土木事務所 沼津食品衛生協会 東部総合庁舎本館２階 8:30～17:00 055-922-1748 

富士土木事務所 富士食品衛生協会 富士総合庁舎１階 8:30～17:00 0545-64-0028 

静岡土木事務所 静岡総合庁舎別館地下売店 静岡総合庁舎別館地下売店 10:00～15:00 054-286-9292 

島田土木事務所 藤枝市食品衛生協会 
藤枝総合庁舎３階  

中部健康福祉センター 
8:30～17:00 054-643-4269 

袋井土木事務所 袋井地区建設事業協同組合 
袋井市三門町 11-12 

（袋井建設業協会内） 
8:30～17:00 0538-44-1766 

浜松土木事務所 浜松総合庁舎 10階売店 浜松総合庁舎 10階売店 10:00～16:00 053-454-4087※ 

※直通電話ではありません。お問合せの際は、「収入証紙の販売所について」とお伝えください。 
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建設業許可の更新申請をする前に・・・ 

 

建設業許可の更新をスムーズに進めるために、以下の内容をご確認ください。 

必要な「変更届出書」を事前に提出していない場合、更新申請を受付けることができませんのでご注意くださ

い。 

 

① 前回申請時から内容に変更が生じた場合の手続きについて 

次の内容に変更があった場合は、事前に「変更届出書」を提出する必要があります。提出がない場合は、更

新申請が受理されません。 

 

【変更届出が必要な内容】 

1. 建設業許可要件を満たす者の変更 

    ・経営業務の管理責任者（様式第７号に記載の者）に変更があった場合 

    ・営業所技術者（様式第１号別紙四に記載の者）に変更があった場合 

 

2. 事業者に関する事項の変更 

    ・商号や名称を変更した場合 

    ・営業所の名称や所在地の変更、営業所の新設・廃止等があった場合 

    ・資本金額が変更になった場合 

・健康保険・厚生年金保険や雇用保険の加入状況が変更になった場合 

 

3. 役員や代表者に関する変更 

    ・取締役の就任や辞任があった場合 

    ・代表者（様式第１号に記載の者）や役員の氏名（改姓など）に変更があった場合 

    ・個人事業主や支配人の氏名（改姓など）が変更になった場合 

 

4. その他の変更 

    ・令第 3条に規定されている使用人（様式第１１号に記載の者）に関する変更 

    ・一部の業種を廃止した場合 

 

②  毎事業年度終了後の変更届出について 

建設業者は、毎事業年度経過(決算終了)後 4か月以内に変更届出書を提出する義務があります。 

直近の決算期までの変更届出書の提出がない場合、更新の申請が受理されません。 

※ただし、更新申請時に決算終了後４か月を超えていない場合は、直近の決算期の変更届出書が提出されて

いなくても受理されます。 

 

これらの手続きの詳細については、建設業許可の手引き Chapter3を確認してください。 

 

☆チェックリスト 

□ ①に列記されている内容について変更がない。または、変更されたものについて変更届出書を提出している。 

□ 事業年度終了に伴う変更届出書（決算変更届）を毎事業年度分提出している。 
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１ 建設業許可更新申請時に必要な書類について 

 

建設業許可申請（更新）には、以下の書類を用意する必要があります。 

 

〇３部必要になるもの（正本１部、副本２部） 

 

様 式 注意事項 
本マニュアル 

該当ページ 

建設業許可の手引き 

該当ページ 

様式第１号   「建設業許可申請書」  ｐ8 ｐ68 

別紙一     「役員等の一覧表」 個人の場合は添付不要 ｐ11 ｐ71 

別紙二（２）  「営業所一覧表（更新）」  ｐ12 ｐ73 

別紙三     「証紙貼り付け欄」   ｐ74 

別紙四     「営業所技術者等一覧表」  ｐ13 ｐ75 

様式第６号    「誓約書」  ｐ14 ｐ84 

様式第７号の３「健康保険等の加入状況」  ｐ15 ｐ85 

様式第 11号   「建設業法施行令第３条に規定する

使用人の一覧表」 

 
ｐ16 ｐ90 

様式第 20号  「営業の沿革」  ｐ17 ｐ122 

様式第 20号の２「所属建設業者団体」 前回申請時から変更がな

ければ提出不要 
ｐ18 ｐ123 

様式第 20号の３「主要取引金融機関名」 前回申請時から変更がな

ければ提出不要 
ｐ18 ｐ124 

別とじ用表紙    ｐ19  

様式第７号  「常勤役員等（経営業務の管理責任

者等）証明書」 

 
ｐ20 ｐ125 

別紙     「常勤役員等の略歴書」  ｐ22 ｐ128 

様式第 12 号  「許可申請者の住所、生年月日等に

関する調書」 

経営業務の管理責任者を

除くすべての役員等（株主

を含む）について添付が必

要 

役員が１人又は個人の場

合は提出不要 

ｐ23 ｐ144 

様式第 13 号  「建設業法施行令第３条に規定する

使用人の住所、生年月日等に関す

る調書」 

様式第１１号に記載の者

がいない場合は提出不要 ｐ24 ｐ145 

様式第 14号  「株主（出資者）調書」 前回申請時から変更がな

ければ提出不要 
ｐ25 ｐ146 

履歴事項全部証明書 

（現在事項全部証明書） 

個人の場合は原則添付不

要（原本１部・コピー２部） 
ｐ28 ｐ147 
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※様式第１号・様式第７号の３・様式第７号については、黄色い用紙に印刷していただくよう、ご協力をお願

いします。（黄色い用紙について、県指定の用紙はございません。） 

〇１部だけ必要なもの 

 

様 式 注意事項 
本マニュアル 

該当ページ 

建 設 業 許 可 の 手 引 き 

該当ページ 

静岡県様式 「役員等指名一覧表」  ｐ26 ｐ150 

登記されていないことの証明書 役員全員分（取締役・代

表取締役）について提出

（個人であれば本人分）※ 

ｐ29 ｐ151 

身分証明書 役員全員分（取締役・代

表取締役）について提出

（個人であれば本人分）※ 

ｐ29 ｐ152 

経営業務の管理責任者の常勤性確認書類  ｐ30 ｐ180 

営業所技術者等の常勤性確認書類  ｐ30 ｐ180 

営業所の実態の確認写真 営業所の外観（入口）の

わかる写真及び建設業許

可票の掲示についてわか

る写真（許可票の近景及

び遠景）を添付すること 

ｐ31 ｐ182 

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況の確

認書類 

 
ｐ32 ｐ184、ｐ85 

 

※建設業法施行令第３条に規定する使用人についても登記されていないことの証明書及び身分証明書の添付が

必要となります。 

 

 

〇窓口で提示するもの（持参し忘れた場合は申請時にお申し出ください。） 

 

・前回申請時の「建設業許可申請書」一式 

・前回申請時から変更した内容に係る「変更届出書」 

・事業年度終了後に提出した「（決算）変更届出書」 

  



7 

 

２ 書類の記入方法について 

 

次ページ以降は、以下の書類について記入例及び注意点を説明します。 

 

 

様式第１号 建設業許可申請書 

別紙一 役員等の一覧表 

別紙二（２） 営業所一覧表（更新） 

別紙四 営業所技術者等一覧表 

様式第６号 誓約書 

様式第７号の３ 健康保険等の加入状況 

様式第 11号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 

様式第 20号 営業の沿革 

様式第 20号の２ 所属建設業者団体 

様式第 20号の３ 主要取引金融機関名 

別とじ用表紙  

様式第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 

別紙 常勤役員等の略歴書 

様式第 12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 

様式第 13号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 

様式第 14号 株主（出資者）調書 

静岡県様式 役員等指名一覧表 
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様式第一号 
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記入上の注意点（様式第１号） 建設業許可の手引き 69ページから 71ページ 

 

① 法人は、法務局に登記している所在地を記入する。 

個人事業主は、住民票の住所を記入する。 

ただし、主たる営業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は、住所を二段書きで記入すること。 

例） 主たる営業所の所在地 ：静岡市葵区〇〇―〇 

   登記上の所在地    ：静岡市清水区〇〇―〇 

 

 

② ５年前に建設業許可申請をした後に、「業種追加」や「般特新規」の申請を一度もしていない場合は「２」と

記入する。 

「業種追加」や「般特新規」の申請をしている場合は「１」を記入することで、複数ある許可を一本化する

ことができる。（一本化による追加の手数料はかかりません。） 

 

※一本化例）建築工事業の許可を取得した後に土木工事業の許可を取得した場合 

 

※一本化の詳細は建設業許可の手引き 59 ページを参照すること。 

 

③ 業種の略号はそれぞれ以下の表とおり。 

土木工事業（土） 

建築工事業（建） 

大工工事業（大） 

左官工事業（左） 

とび・土工工事業（と） 

石工事業（石） 

屋根工事業（屋） 

電気工事業（電） 

管工事業（管） 

タイル・れんが・ブロツク工事業（タ） 

鋼構造物工事業（鋼） 

鉄筋工事業（筋） 

舗装工事業（舗） 

しゆんせつ工事業（しゆ） 

板金工事業（板） 

ガラス工事業（ガ） 

塗装工事業（塗） 

防水工事業（防） 

内装仕上工事業（内） 

機械器具設置工事業（機） 

熱絶縁工事業（絶） 

電気通信工事業（通） 

造園工事業（園） 

さく井工事業（井） 

建具工事業（具） 

水道施設工事業（水） 

消防施設工事業（消） 

清掃施設工事業（清） 

解体工事業（解） 

 

④ 法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いること。 

 種 類  略 号 

 株 式 会 社  （株） 

 特例有限会社  （有） 

 合 名 会 社  （名） 

 合 資 会 社  （資） 

 合 同 会 社  （合） 

 協 同 組 合  （同） 

 協 業 組 合  （業） 

 企 業 組 合  （企） 
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⑤ 市町村コードは以下のとおり。 

コード 市区町名 管轄土木事務所   コード 市区町名 管轄土木事務所 

22219 下田市 

下田土木事務所 

  22209 島田市 

島田土木事務所 

22301 賀茂郡東伊豆町   22212 焼津市 

22302 賀茂郡河津町   22214 藤枝市 

22304 賀茂郡南伊豆町   22226 牧之原市 

22305 賀茂郡松崎町   22424 榛原郡吉田町 

22306 賀茂郡西伊豆町   22429 榛原郡川根本町 

22205 熱海市 
熱海土木事務所 

  22211 磐田市 

袋井土木事務所 

22208 伊東市   22213 掛川市 

22203 沼津市 

沼津土木事務所 

  22216 袋井市 

22206 三島市   22223 御前崎市 

22215 御殿場市   22224 菊川市 

22220 裾野市   22461 周智郡森町 

22222 伊豆市   22138 浜松市中央区 

浜松土木事務所 
22225 伊豆の国市   22139 浜松市浜名区 

22325 田方郡函南町   22140 浜松市天竜区 

22101 静岡市葵区 

静岡土木事務所 
  22221 湖西市 

22102 静岡市駿河区   

22103 静岡市清水区   

 

 

注： 

・個人事業主は、「資本金」「法人番号」への記入は不要。 

・ファックス番号がない場合、ファックス番号の記入は不要。 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第１号は最新の様式からダウンロードしている。 

□ 様式第１号の記入例のとおりに記入されている。 
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記入上の注意点（別紙一） 建設業許可の手引き 72ページ 

 

① 法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の 100分の５以上を有する株主もしくは出資の総額の 100分

の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。 ※ただし、個人であるものに限る。 

 

☆チェックリスト 

□ 代表取締役・取締役・顧問・相談役・株主等にあたる者について記入されている。 

□ 別紙一の記入例のとおりに記入されている。 

  

別紙一 
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記入上の注意点（別紙二（２）） 建設業許可の手引き 74ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 前回の申請時（又は変更届出時）と同様の内容で記入されている。 

□ 別紙二（２）の記入例のとおりに記入されている。 

  

別紙二（２） 
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記入上の注意点（別紙四） 建設業許可の手引き 76ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 前回の申請時（又は変更届出時）と同様の内容で記入されている。 

□ 別紙四の記入例のとおりに記入されている。 

  

別紙四 
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記入上の注意点（様式第六号） 建設業許可の手引き 85ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第六号の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第六号 
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記入上の注意点（様式第七号の三） 建設業許可の手引き 86ページ 

 

① 一般建設業のみ取得している場合は「特」を削除する。 

特定建設業のみ取得している場合は「般」を削除する。 

許可が２本以上ある場合は、現在有効な許可の中で一番古い許可についてのみ記載すること。 

 

② 保険の加入状況等についての書き方についてはｐ32～34を参照すること。 

各保険については、加入の確認書類が必要になる。 

 

☆チェックリスト 

□ 健康保険・厚生年金保険の事業所整理記号等が確認書類と一致している。 

□ 雇用保険に関する労働保険番号が記載されており、確認書類と一致している。 

□ 様式第七号の三の記入例のとおりに記入されている。 

様式第七号の三 
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記入上の注意点（様式第十一号） 建設業許可の手引き 91ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 前回の申請時（又は変更届出時）と同様の内容で記入されている。 

□ 様式第十一号の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第十一号 
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記入上の注意点（様式第二十号） 建設業許可の手引き 123ページ 

 

① 更新の許可については、原則記載不要。ただし、許可の有効期限を調整した場合の許可（一本化）と最新の

許可（最後に更新をした許可）については記載する。 

最新の許可を取得したのちに業種追加等をした場合、「最新の許可」ではなく「追加の許可」と記載すること。 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第二十号の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第二十号 
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記入上の注意点（様式第二十号の二） 建設業許可の手引き 124ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第二十号の二の記入例のとおりに記入されている。 

 

 

 

 

記入上の注意点（様式第二十号の三） 建設業許可の手引き 125ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第二十号の三の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第二十号の二 

様式第二十号の三 
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記入上の注意点（別とじ用表紙） 建設業許可の手引き 212ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 別とじ用表紙の記入例のとおりに記入されている。 

別とじ用表紙 
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様式第七号 
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記入上の注意点（様式第七号） 建設業許可の手引き 126ページ 

 

① (1)(2)(3)の削除方法については、下の表を参考にすること。 

役員、事業主、支配人、支店長等 

として５年以上経験した者 

執行役員として５年以上経験を

した者 

６年以上経営業務を補佐する経験

をした者 

イー(1)該当 イー(2)該当 イー(3)該当 

(2)(3)を削除 (1)(3)を削除 (1)(2)を削除 

 

☆チェックリスト 

□ 前回の申請時（又は変更届出時）と同様の内容で記入されている。 

□ 様式第七号の記入例のとおりに記入されている。 
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記入上の注意点（様式第七号別紙） 建設業許可の手引き 129ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第七号別紙の記入例のとおりに記入されている。 

別紙 
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記入上の注意点（様式第十二号） 建設業許可の手引き 145ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第十二号の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第十二号 
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記入上の注意点（様式第十三号） 建設業許可の手引き 146ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第十三号の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第十三号 
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記入上の注意点（様式第十四号） 建設業許可の手引き 147ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 様式第十四号の記入例のとおりに記入されている。 

  

様式第十四号 
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記入上の注意点（静岡県様式） 建設業許可の手引き 151ページ 

 

☆チェックリスト 

□ 静岡県様式の記入例のとおりに記入されている。 

 

  

静岡県様式 
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３ 用意しなければならない書類について 

以下の書類については、更新申請時に用意していただく書類となります。 

 

履歴事項全部証明書 

（現在事項全部証明書） 

登記されていないことの証明書 

身分証明書 

経営業務の管理責任者の常勤性確認書類 

営業所技術者等の常勤性確認書類 

営業所の実態の確認写真 

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況の確認書類 

 

次ページ以降に内容詳細及び説明があります。 
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申請者が法人の場合は「履歴事項全部証明書」を取得し、原本１部、コピー２部の計３部を提出してください。 

証明書の証明有効期間は、発行日から３カ月（初日不算入）になりますので、ご注意ください。 

※取得方法については、法務局ホームページ等により調べてください。 

 

〇履歴事項全部証明書例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請者が個人で、支配人を設置している場合については、「現在事項全部証明書」を取得し、原本１部、コピ

ー２部の計３部を提出してください。 

  

履歴事項全部証明書 

静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

株式会社静岡建設 

会社法人番号○○○○―○○―○○○○ 

商号 株式会社静岡建設 

本店 静岡県静岡市葵区追手町９番６号 

 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

 昭和 38年 1月 18 日 

目的 1.建築工事業 

2.土木工事業 

3.建設資材の販売 

4.前各号に付帯する一切の事業 

 1000 株 

 

 

発行済株式の総数 

400 株 

資本金の額 金 4000 万円 

 

関する規定 

当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によっ

て取得するには、株主総会の決議を要する。 

役員に関する

事項 

取締役 静岡 太郎 

取締役 静岡 次郎 

    ： 

静岡市葵区追手町○○○ 

代表取締役 静岡 太郎 

登記記録に関

する事項 

設立 

昭和 38年 1月 18 日登記 

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。 

令和○年○月○日 

静岡地方法務局 

   登記官             ○○ ○○○ 

登記事項証明書 
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法人の役員［取締役・代表取締役（非常勤を含む）］及び個人事業主本人について、「登記されていないことの

証明書」及び「身分証明書」の添付が必要となります。 

証明書の証明有効期間は、発行日から３カ月（初日不算入）になりますので、ご注意ください。 

 

※登記されていないことの証明書取得手続きについて 

窓口申請の場合 静岡地方法務局に申請してください（本局のみ）。 

担当：戸籍課 静岡県合同庁舎 2 階  電話 054－254－3555(代) 

郵送申請の場合 東京法務局後見登録課に申請してください。 

〒102-8226 東京都千代田区九段南 1‐1‐15 九段第 2 合同庁舎 

東京法務局民事行政部後見登録課  電話 03－5213－1360（ダイヤルイン） 

※申請用紙の「証明事項」欄には「成年被後見人、被保佐人とする記録がない。」にチェックを入れてください。 

 

※身分証明書の交付については、本籍地のある市区町村（戸籍担当部署）に請求してください。 

 

〇登記されていないことの証明書・身分証明書例 

※建設業法施行令第３条に規定する使用人についても登記されていないことの証明書及び身分証明書の添付が

必要となります。 

※法人の役員または個人事業主本人が外国籍の場合については、建設業許可の手引きｐ151～152を確認してく

ださい。 

※成年被後見人又は被保佐人の登記がある場合で、医師の診断により建設業を適正に営むことができる者につ

いては、医師の診断書を必ず併せて提出してください。 

  

 

登記されていないことの証明書 

 

 

① 氏名 靜岡 太郎 

② 生年月日 昭和 38年 8月 6 日 

③ 住所 静岡県静岡市葵区追手町○○○ 

 

 

上記の者について、後見登記ファイルに成年被後見人、被

保佐人とする記録がないことを証明する。 

 

令和○年○月○日 

 静岡法務局 登記官  ○○ ○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身分証明書 

 

 

 本  籍 静岡県浜松市中央区和合町＊＊＊ 

 本人氏名 靜岡 太郎 

 生年月日 昭和 38年 8月 6日 

 

 

 １ 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 

 ２ 後見の登記の通知を受けていない。 

 ３ 破産宣告又は破産手続きの開始決定の通知を受けて

いない。 

 上記のとおり証明する。 

 

令和○年○月○日 

    区市町村長  ○○ ○○○ 

登記されていないことの証明書・身分証明書 
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経営業務の管理責任者・営業所技術者等については、営業所に常勤している必要があります。 

常勤性の確認書類として、①から順に確認し、当てはまったものいずれかの写しを添付してください。 

〇：使用可 －：該当しない ×：使用不可 

※「標準報酬決定通知書」、「法人税確定申告書」、「賃金台帳」、「源泉徴収簿」等で確認する場合、著しく低い

報酬・賃金（月額 12 万円を目安）の方については、常勤として認められません（正当な理由がある場合を除

く。） 

※現住所が営業所から著しく遠い場合は、常勤として認められません。 

※住民票上の住所が現住所と違う場合、または、遠隔地通勤の場合については、建設業許可の手引きｐ175の脚

注をご確認ください。 

  

  

経営業務の 

管理責任者 
営業所技術者等 

法人役員 
個人事業

主 

法人 個人事業 

役員 被雇用者 事業主 被雇用者 

① 

・資格確認書 

※氏名、生年月日、事業所名称、及び適用年月日の全

てが確認できる場合に限る 

〇 － 〇 〇 － － 

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 

・健康保険・厚生年金被保険者被保険者資格取得確認

及び標準報酬決定通知書 

・厚生年金保険 70 歳以上被用者該当および標準報酬月

額相当額のお知らせ 

・厚生年金保険 70 歳以上被用者標準報酬月額相当額決

定のお知らせ 

○ － ○ ○ － 

○ 

(適用事業所

の場合) 

・年金保険被保険者記録回答票 ○ × ○ ○ × 

○ 

(適用事業所

の場合) 

② 
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は照会票 

・事業所別被保険者台帳決定通知書 
－ － － ○ － ○ 

③ 
・住民税特別税額決定通知書  

・普通徴収から特別徴収への切替届出書 
○ － ○ ○ － 

○ 

(特別徴収対

象の場合) 

④ 
・法人税確定申告書「別表一」及び 

「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」 
○ － ○ － － － 

⑤ 

・所得証明書 × ○ × × ○ × 

・所得税確定申告書「第一表」「第二表」 

被雇用者の場合は「第一表」「第二表」「決算書」 
× ○ × × ○ 

○ 

(給料賃金の

内訳欄で確認

できる場合) 

⑥ 

・個人事業主の開業届出書 

（新規開業後、確定申告前の場合） 
－ ○ － － ○ × 

・県税の納税証明書 × ○ × × ○ × 

⑦ 
・所属企業の雇用証明書の写し － － － ○ － ○ 

・賃金台帳、源泉徴収簿等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

経営業務の管理責任者・営業所技術者等の常勤性確認書類 



31 

 

 

 

 

営業所の実態を確認するため、営業所の外観および許可標識（遠景及び近景）を撮影し、添付してください。 

・営業所調査をしなくても写真から営業所の実態が分かるよう撮影してください。 

・余白に営業所の所有形態（自己所有又は他者所有）を明記してください。 

・余白等に写真の撮影日を記載してください。なお、提出する写真は撮影日から３か月以内のものが有効です。 

 

営業所の外観 

・建物の全景を、下図のとおり撮影してください。 

・営業所がビル内等に所在する場合は、以下の項目の写真を添付してください。 

 ア 建物の入口部分 

 イ テナント表示（又は集合郵便受け…商号等が判読できること）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可標識 

遠景及び近景各一葉とし、近景は標識への記載文字が判読できるものとします。更新時に

おいて従たる営業所を有する場合は、営業所毎の許可標識の写真が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （遠景）             （近景） 

※営業所の実態を確認する必要がある場合、営業所の立入検査を実施します。 

  

テナント ビル入口 
全景 

 
5F *****  

4F ***** 

3F ***** 

2F ***** 

1F ***** 

 
静
岡
建
設
㈱ 

沼
津
営
業
所 

標識 

営業所の実態の確認写真 
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〇健康保険・厚生年金保険の加入状況の確認方法 

健康保険・厚生年金保険の加入状況については、以下のいずれかの方法により書類を添付してください。 

ケース 方法Ａ 方法Ｂ 方法Ｃ 

１ 全国健康保険協会管掌健康保

険に加入している場合 

  

【口座振替納付の場合】 

①「保険料納入告知額・領

収済額通知書」の写し 

【窓口納付の場合】 

②領収日付印がある「納入

告知書 納付書・領収証書」

の写し 

③厚生労働省が発行する

「社会保険料納入（申請）

証明書」（３か月以内） 

又は 

④年金事務所長が発行す

る「社会保険料納入確認

書」の原本（３か月以内） 

⑤「健康保険・厚生年金

保険資格取得確認およ

び標準報酬決定通知書」

の写し（新規適用の場

合） 

２ 組合管掌健康保険に加入して

いる場合        

⑥組合管掌健康保険の「保険料の領収証書」の写し                               

及び 

⑦年金事務所発行の「保険料領収証書」の写し 

３ 建設業に係る国民健康保険組

合に加入している場合  

例・全国建設工事業国民健康保険組合 

・建設連合国民健康保険組合 

・中央建設国民健康保険組合 

・全国土木建築国民健康保険組合 

等 

⑦年金事務所発行の「保険

料領収証書」の写し 

及び 

⑧建設業に係る国民健康保

険組合の「保険料領収書」

の写し 

⑦年金事務所発行の「保険

料領収証書」の写し 

及び 

⑨年金事務所発行の「健康

保険被保険者適用除外承

認書」の写し 

⑦年金事務所発行の「保

険料領収証書」の写し 

及び 

⑩建設業に係る国民健

康保険組合が発行した

「加入証明書」の原本

（３か月以内） 

※個人の場合で、建設国保に加入している場合は、確認不要。 

※健康保険等新規加入等の理由により、保険料等の支払期限未到来の場合は、未到来分の領収書等の写しの提出は不要です。 

 

 

 

 

 

〇健康保険・厚生年金保険の記載方法（適用事業所の場合） 

様式第７号の３「健康保険等の加入状況」への記載方法については、以下の表を参考にしてください。 

健康保険の加入

状況 

保険加入の有無 
事業所整理記号等 

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 

上記１のケース １ １  

健康保険 事業整理記号を記載 

厚生年金保険 事業整理記号を記載 

雇用保険  

上記２のケース １ １  

健康保険 健康保険組合の名称を記載 

厚生年金保険 事業整理記号を記載 

雇用保険  

上記３のケース ２ １  

健康保険 建設国保の名称を記載 

厚生年金保険 事業整理記号を記載 

雇用保険  

※適用事業所でない場合は、【保険加入の有無】欄に「２」と記入し、【事業所整理記号等】にはなにも記載しない。 

 ただし、建設国保に加入している場合は【事業所整理記号等】に建設国保の名称を記載すること。 

  

健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況の確認書類 
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〇確認書類における事業所整理番号の記載箇所（例） 

 

①「保険料納入告知額・領収済額通知書」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保険料納入告知額・領収済額通知書 

 

 

 

事業所整理記号  事業所番号     

納付目的年月   年  月 納付期限  年 月 日  年 月 分保険料 領収日   年  月  日 

健康勘定 厚生年金勘定 業務勘定  健康勘定 厚生年金勘定 業務勘定 

健康保険料 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金  健康保険料 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金 

      

合   計   額 円  合   計   額 円 

     年  月  日 

歳入徴収官 

  厚生労働省年金局事業管理課長 

  （   年金事務所） 

 

 

 

                    様 

下記の金額を指定の金融機関から口座振替により

受領しました。 

あなたの本月分保険料額は下記のとおりです。 

 

なお、納入告知書を指定の金融機関に送付しましたから、指定

振替日（納付期限）までに口座残高の確認をお願いします。  
赤枠内の事業所整理記号及び事業所記号

を記載する。 

※確認書類のサンプル

は一部省略箇所等があ

ります。 
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〇雇用保険の加入状況の確認方法 

雇用保険の加入状況については、以下のいずれかの方法により書類を添付してください。 

添付した書類が労災保険ではなく雇用保険であることを必ず確認してください。 

ケース 方法 

自社で申告納付の場合 

①「労働保険概算・確定保険料申告書」（受付印があるもの）の写し 

及び 

②「領収済通知書」の写し（領収日付印があるもの） 

※「領収済通知書」は領収印のないものは不可 

口座振替を利用している場合 

①「労働保険概算・確定保険料申告書」（受付印があるもの）の写し 

及び 

③「労働保険料等振替納付のお知らせ（はがき）」の写し 

※①に口座振替の記載がある場合、①のみの提出で可。 

労働保険事務組合に委託してい

る場合 

④「労働保険料等納入通知書」の写し 

及び 

⑤「労働保険料等領収書」の写し 

※労働保険番号の記入がない場合には、番号がわかるものを添付 

※④に口座振替の記載がある場合、④のみの提出で可。 

その他 ⑥労働局が発行している「労働保険料納付証明書」の写し 

【注】雇用保険新規加入等の理由により、保険料等の支払期限未到来の場合は、未到来分の領収書等提出は不要です。 

 

 

 

 

〇雇用保険の記載方法 

様式第７号の３「健康保険等の加入状況」への記載方法については、以下の表を参考にしてください。 

雇用保険の加入

状況 

保険加入の有無 
事業所整理記号等 

健康保険 厚生年金保険 雇用保険 

上記のいずれの

ケースも右欄の

とおり 

  １ 

健康保険  

厚生年金保険  

雇用保険 労働保険番号を記載 

※適用事業所でない場合は、【保険加入の有無】欄に「２」と記入し、【事業所整理記号等】にはなにも記載しない。 
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①「労働保険概算・確定保険料申告書」＋②「領収済通知書」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「労働保険料等納入通知書」＋⑤「労働保険料等領収書」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】労働保険番号が複数ある場合は雇用保険に対する労働保険番号を書きます。 

 

 

雇用保険料分が算定された申告書を提出してください。 

労働保険料等領収書 

下記の金額を領収いたしました（令和  年度  期分） 

取   扱 

金融機関 

 

預金種目 

口座番号 

 
振替日 

 

 

契約者 

番  号 

 

 

種別 金額（円） 

労

働

保

険

料 

適用区分 末尾コード    

一元適用事業     

二元適用事業 

    

    

    

一般拠出金    

そ

の

他 

会費    

会費・手数料    

    

領収額計    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤枠内の労働保険番号を記載する。 

 

赤枠内の労働保険番号を記載する。【注】 

※確認書類のサンプル

は一部省略箇所等があ

ります。 
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